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町田市表彰条例の一部を改正する条例 

町田市表彰条例（平成７年９月町田市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
 

改正後 改正前 

（一般表彰） （一般表彰） 

第３条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該

当する者に対して、市長が議会の同意を得て

行う。 

第３条 一般表彰は、次のいずれかに該当する

者に対して、市長が議会の同意を得て行う。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が適

当と認める者 

（２） その他市長が適当と認める者 

（自治功労彰） （自治功労彰） 

第４条 自治功労彰は、次の各号のいずれかに

該当する者でその功労が顕著であると認めら

れるものに対して、市長が行う。 

第４条 自治功労彰は、次のいずれかに該当す

る者でその功労が顕著と認められるものに対

して、市長が行う。 

（１）・（２） 略 （１）・（２） 略 

（３） 任命について議会の同意又は選挙に

より選任される特別職の職員として満１２

年以上在職した者 

（３） 公選による委員会の委員又は任命に

ついて議会の同意若しくは選挙により選任

される特別職の職員として満１２年以上在

職した者 

（４） 略 （４） 略 

２ 前項各号の規定にかかわらず、その年数に

達しない者であっても、市長が特にその功労

が顕著であると認めるものに対しては、これ

を行うことができる。 

２ 前項各号の規定にかかわらず、その年数に

達しない者であっても、市長が特に功労顕著

と認めたものに対しては、これを行うことが

できる。 

（市民善行彰） （市民善行彰） 

第５条 市民善行彰は、非常災害時の人命救助

その他市民の模範と認められる行為をした者

に対して、市長が行う。 

第５条 市民善行彰は、非常災害時の人命救助、

その他市民の模範と認められる行為をした者

に対して、市長が行う。 

（表彰の対象としない者） （適用の除外） 

第１１条 第３条から第６条までの規定にかか

わらず、次の各号のいずれかに該当する者に

ついては、表彰の対象としない。 

第１１条 次のいずれかに該当する者は、第３

条から第６条までに規定する者であっても、

この条例を適用しない。 

（１） 禁錮以上の刑に処せられた者 （１） 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者 

 （２） 成年被後見人又は被保佐人 

（２） 懲戒によりその職を免ぜられた者 （３） 分限又は懲戒によりその職を免じら



れた者 

（３） 前２号に掲げるもののほか、表彰す

ることが適当でないと市長が認める者 

（４） その他表彰することが適当でないと

市長が認める者 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の第４条第１項第３号に規定する公選による委員会の委員

として在職した期間がある者については、当該委員としての在職年数を改正後の第

４条第１項第３号に規定する職の在職年数とみなして、同条の規定を適用する。  


